
資産税専門チーム

公益法人制度や資産税に詳しい専門チーム（税理士、

行政書士、司法書士及び弁護士※）が、積み重ねて

きたノウハウを活用し、公益法人等の設立支援や

相続税対策、譲渡所得の非課税承認申請手続きに

ついてワンストップで対応いたします。

※提携士業を含みます。

日本経営ウィル税理士法人 相続サロン REXIED

〔問合せ先〕0120-960-456

〔受付時間〕10:00-18:00(不定休)

● 大阪梅田事務所（近畿税理士会所属）

〒5３０-0001

大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビル１１階

会社名 日本経営ウィル税理士法人

代表者 統括 代表社員税理士 東 圭一

創業 1967年（昭和42年）4月

所在地 大阪本社 大阪府豊中市寺内2-13-3日本経営ビル

東京事務所 東京都品川区東品川2-2-20-22階

大阪事務所 大阪府豊中市寺内2-4-1緑地駅ビル６階

大阪梅田事務所 大阪府大阪市北区梅田1-8-17大阪第一生命ビル11階

従業員数 319人 日本経営グループ全体 約2,500人

税理士法人の概要

● 東京事務所（東京税理士会所属）

〒140-0002

東京都品川区東品川2-2-20 天王洲オーシャンスクエア22階
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社会貢献を通じて行う税対策としては、大きく３つの選択肢があります。

お客様に合った対策を提案し、実行させていただきます。

◆ 遺贈寄附
非営利型法人や公益法人を設立し、遺贈寄附を行うことで、想いや資産の承継をスムーズに行うと

ともに、相続税などの負担の軽減を図ることができます。

業務内容 報酬目安（税込み)

非営利型法人等設立支援（Simple plan） ３３０万円～

非営利型法人等設立支援（Standard plan） １,１００万円～

公益法人設立支援（Simple plan） １,１００万円～

公益法人設立支援（Standard plan） 3,300万円～

措置法４０条（所得税）承認申請支援 寄附財産の種類と額に応じて積算

措置法７０条（相続税）申告支援(申告報酬含む） 相続財産額の１％～

各種法人の税務顧問（各種対策提案） １２０万円/年～

２

寄附等に係る非課税承認申請手続きサポート

不動産や株式等の現物物資を公益法人等に寄附して、公益事業に充てる場合、譲渡所得

税等が課税されることがあります。そこで、譲渡所得税等を非課税とするための手続き（措

置法40条等）をサポートさせていただきます。

非課税（措置法40条等）承認申請手続き支援

相続税（措置法７０条）申告支援

公益法人の設立サポート

公益法人を設立し、より公益性の高い社会貢献活動に取り組みたいという方は、公益法人の

設立を検討しては如何でしょうか。

さまざまな税制上の特典がありますので、非営利型法人よりも、より一層税の負担に変えて、

自らの望む形で社会貢献が可能です。

公益社団・財団法人の設立支援

提供可能な３つのサービス 遺贈寄附・公益法人等を活用した対策

Simple plan・・・アドバイザリーのみ
Standard plan・・・アドバイザリー、各種手続き、３年間運営フォロー（各種対策提案含む）ＰＲＩＣＥ          

◆ 公益法人等を活用した各種対策の提案
公益法人等による社会貢献活動に対する助言、公益法人等の運営支援、公益法人等を考慮に

入れた資産承継、資産管理、事業承継及び税負担の軽減につながるような各種提案を行うことが

可能です。

Plan

2

公益認定までは行わないが、自らの財産や人脈を活用し、自由度をもって社会貢献活動に取り

組みたいという方は、非営利型法人の設立を検討しては如何でしょうか。

税制上の特典がありますので、税の負担に変えて、自らの望む形で社会貢献が可能です。

非営利型等の一般社団・財団法人の設立支援

認定NPO法人の設立支援

非営利型法人等の設立サポート
Plan

1

Plan

3



東京事務所（東京税理士会所属）

〒140-0002

東京都品川区東品川2-2-20 天王洲オーシャンスクエア22階

TEL：０３-５７８１-0760
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大阪梅田事務所（近畿税理士会所属）

〒5３０-0001

大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビル１１階

TEL：06-6485-8905

不動産の専門チーム

不動産を所有されている一族の、不動産の運用や管理、

相続にむけての準備から相続税申告などに長く関わらせて

いただく中で、お客様のご要望に応えるには、税金だけで

なく、不動産の活用についての専門知識が必要だと考え、

不動産の専門チームをつくりました。

税務だけでなく、不動産に関するご要望にワンストップで

対応いたします。
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会社名 日本経営ウィル税理士法人

代表者 統括 代表社員税理士 東 圭一

創業 1967年（昭和42年）4月

所在地 大阪本社 大阪府豊中市寺内2-13-3日本経営ビル

東京事務所 東京都品川区東品川2-2-20-22階

大阪事務所 大阪府豊中市寺内2-4-1緑地駅ビル６階

大阪梅田事務所 大阪府大阪市北区梅田1-8-17大阪第一生命ビル11階

従業員数 319人 日本経営グループ全体 約2,500人

税理士法人の概要



私たちが不動産の問題を
解決します

お持ちの不動産の情報を
ご提供ください

会計顧問・確定申告
家族信託

相続税申告・税務調査の
対応も万全

不動産専門の税理士が対応

－ 不動産をどう活用し、どう相続するか －

日本経営ウィル税理士法人 ／ TEL ： ［東京］ 03-5781-0760 ［大阪］ 06-6485-8905

＜対象の不動産＞

築古マンションの相談・ご対応

生産緑地のご相談

買い替えのご相談

長期修繕計画の立案

権利関係が複雑な不動産の

ご相談

＜サービスの流れ＞

不動産に着目し

財産の全体像を見る

▼

分析

＊財産構成に課題がある場合

(不動産に偏っている・不良資産がある)

▼

提案

＊お客様の想いに寄り添った

解決策をご提案

▼

実行

＊現状分析を踏まえた財産の

承継をご提案

＜主なサービス内容＞

財産評価・財産一覧表の作成

▼

税負担を考慮した遺産分割案の

提示

▼

遺産分割協議書の支援

▼

相続税申告書の作成

添付書面の作成

▼

税務調査の対応

▪ 会計顧問
・毎月訪問 ・専用ソフトでの入金管理

・物件別損益の提供 ・資金繰表の提供

［問題解決と戦略的運営］

毎月訪問と専用ソフトでの賃料の管理により

スピーディに不動産賃貸に関する問題に

対応し、課題を明らかにします。課題の解決に

向けて戦略的運営をお手伝いします。

▪ 承継・相続
・税額シミュレーション

・対策立案 ・実行支援

［相続シミュレーションの実施］

毎年相続シミュレーションを実施し、現状の財

産構成の把握、相続税の確認をします。将来の

課題や対策の検討に時間的余裕を確保します。

▪ ワンストップサービス
弁護士・司法書士・社労士

土地家屋調査士、等

［ワンストップで相談可能］

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保

険労務士等の専門家と提携しており、

会計担当者が各専門家におつなぎいたします。



東京事務所（東京税理士会所属）

〒140-0002

東京都品川区東品川2-2-20 天王洲オーシャンスクエア22階

TEL：０３-５７８１-0760

相
続
・事
業
承
継
・信
託
組
成

な
ど
サ
ポ
ー
ト
い
た
し
ま
す

大
切
に
守
ら
れ
て
き
た
事
業
を
次
世
代
へ
引
き
継
ぐ
「事
業
承
継
」で
は

ス
ム
ー
ズ
に
実
現
で
き
る
よ
う
課
題
に
対
し
て
早
い
時
点
で
の
対
策
を

検
討
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

当
法
人
で
は
、
お
客
さ
ま
一
人
ひ
と
り
の
想
い
や
お
悩
み
に
寄
り
添
い

専
門
家
が
お
客
さ
ま
の
想
い
を
実
現
す
る
お
手
伝
い
を
い
た
し
ま
す
。

大阪梅田事務所（近畿税理士会所属）

〒5３０-0001

大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビル１１階

TEL：06-6485-8905

資産税専門のチーム

資産税の専門チーム（税理士、行政書士、司法書士及び弁護士

※）が、積み重ねてきたノウハウを活用し、相続特有の難解な問題

や、資産・事業承継及び資産管理等の諸問題に対し、ワンストップ

で対応いたします。 ※提携仕業を含みます。
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法
人

会社名 日本経営ウィル税理士法人

代表者 統括 代表社員税理士 東 圭一

創業 1967年（昭和42年）4月

所在地 大阪本社 大阪府豊中市寺内2-13-3日本経営ビル

東京事務所 東京都品川区東品川2-2-20-22階

大阪事務所 大阪府豊中市寺内2-4-1緑地駅ビル６階

大阪梅田事務所
大阪府大阪市北区梅田1-8-17大阪第一生命ビル
11階

従業員数 319人 日本経営グループ全体 約2,500人

税理士法人の概要



金銭的価値にのみ着目した相続対策は、結果として、相続時にトラブルの原因に

なることがあります。ご家族と認識や情報の共有を図りながら、遺言、家族信託や

保険等を有効活用し、価値観の公平性に着目した資産承継のお手伝いをさせて

いただきます。

日本経営ウィル税理士法人 ／ TEL ： ［東京］ 03-5781-0760 ［大阪］ 06-6485-8905

Price

相続には大きく３つの対策があります。

お客様に合った対策を提案・実行させていただきます。

事業承継対策・相続税申告

◆ 事業承継対策（民事信託の活用など）
事業承継について、法人ごとの事情に配意して、オーダーメイドの対策を提案させて

いただきます。また、事業承継や認知症の対策として、民事信託契約も選択肢として

おり、信託契約書の作成支援、税務上の取り扱いの検討まで、幅広く対応させていた

だきます。

◆ 相続税申告
相続税申告の申告を支援します。

相続税申告は、財産評価や特例の選択で納税額が大きく異なります。

資産税のベテラン税理士がしっかりと対応させていただきます。

業務内容 報酬目安

遺言の作成 ３０万円～

民事信託の組成 信託財産の１％程度

相続税対策（個別提案） 要相談

株価対策等の事業承継対策 ３００万円～（株価評価を含む）

相続税申告 相続財産の１％程度

ＰＲＩＣＥ          

１

２ 2

3

納税資金への対策
資産の譲渡や収益化により、あらかじめ納税資金を確保しておくことも重要です。

財産の多くが不動産等で、現預金が少ない方は特に注意が必要ですので、資産

の見直しや組み換え等を行うことで、納税資金を確保するお手伝いをさせていた

だきます。

相続税を軽減するための対策

相続財産を減らしていくこと、将来値上がりが期待できる財産・収益を生む財産

を生前贈与することで、相続税の負担を軽減するお手伝いをさせていただきます。

提供可能な３つの相続対策

生前に承継先を指定する対策（遺言の作成、家族信託、生命保険）

生前に承継を実施する対策（生前贈与）

相続財産の評価額を減らす（小規模宅地などの評価減の特例適用、

不動産の商用化）

非課税制度を活用する（保険金の非課税、寄附税制の有効活用）

保有財産の見直し（生前贈与、非上場会社の株価対策）

円滑な遺産分割への対策

保有資産の現状分析（不動産の売却（組み替え）、物納の検討）

収益性の改善、納税資金の確保（保有資産の収益性向上、生命保険）
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